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船舶事故調査報告書 

  

                             平成２５年３月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２４年７月２０日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 北海道利尻町仙法
せんぽう

志
し

漁港西方沖  

 利尻町所在の仙法志港南防波堤灯台から真方位２５６°６００ｍ付

近 

 （概位 北緯４５°０６.５′ 東経１４１°１２.０′） 

事故調査の経過  平成２４年７月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 鶺鴒
せきれい

丸、０.４トン 

 ＨＫ３－１２５９３１（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.１４ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.３３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和５８年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年５月１０日 

  免許証交付日 平成２４年５月１０日 

         （平成２９年５月９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 1 人（船長） 

 損傷 転覆、船外機が濡損 

 事故の経過  本船は、船長が、一人で乗り組み、利尻町御崎の前浜が山
やま

背
せ

（陸側

からの東風）で風が強いことから、利尻町長浜の前浜でコンブ漁をす

ることとし、平成２４年７月２０日０４時１５分ごろ、父親が乗り組

む漁船（以下「僚船」という。）と共に御崎の前浜を出発した。 

本船は、長浜の前浜でコンブ漁を行い、僚船の漁獲したコンブを転

載して０６時００分ごろ同前浜から御崎に向けて帰航を始めた。 

僚船船長は、本船が帰航するとき、船長に山背が吹いているので、

ビルジポンプを回して陸岸近くを航行し、コンブを荷揚げしたらもう

一度、帰ってくるように言った。 

僚船船長は、０７時００分ごろに漁を終了して御崎の前浜に帰航し

たところ、本船が帰っていないことに気付き、本船に異常があったと
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思い、近くの漁船に捜索を依頼し、僚船も捜索に向かった。 

僚船は、０７時３０分ごろ、仙法志漁港の防波堤から西方約５００

ｍにおいて、転覆している本船を発見して船首のかんざしにつかまっ

て意識のなかった船長を救助し、仙法志漁港へ向かった。 

船長は、救急車により、人工呼吸等を受けながら病院に搬送された

が、１０時４８分死亡が確認された。 

本船は、０８時３０分ごろ、僚船によりえい
．．

航され、仙法志漁港に

陸揚げされた。  

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、海水温度 約１５℃ 

 その他の事項 

 

船長は、平成２３年７月から、漁業を始め、僚船船長から漁法や操

船技術について学んでいたが、経験が浅かった。 

本船は、船長が漁師の経験が浅く、また、僚船も漁を開始して約１

時間であったので、両船の漁獲したコンブを合わせても少量であり、

長浜の前浜を出発するとき、積み荷のコンブは船底から約１５cm の高

さまで積載され、海水面から舷側上端までは約２５cmであった。 

本船は、ふだん、船首に長さ約７０ｍの錨索が付いた錨が備えられ

ており、転覆時に同錨が落下し、錨索が船首から水深約１０ｍの海底

に延びて係止された状態で発見された。 

仙法志地区付近は、本事故当時、山背が吹いており、陸岸付近は凪
な

いでいたが、少し沖に出れば、風が急に強くなり、波が立つ状況であ

った。 

僚船船長は、ふだん、山背が吹くときは、可能な限り陸岸から約１

００ｍ以内を航行していた。 

僚船船長は、帰航するとき、本船が発見された位置より陸岸寄りを

航行したので、本船に気付かず、また、利尻町神磯から御崎まで風と

波が強かったと感じていた。 

本船は、船外機プロペラに陸揚げ場所へ引き揚げる際に岩に接触し

て生じたと思われる擦過傷があったほかには、船体等に損傷はなかっ

た。 

船長は、本事故当時、磯マリンと称するジャンパー及びカッパズボ

ンを着用し、救命胴衣を着けていた。 

船長の死因は、死体検案書によれば、溺水であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、仙法志漁港西方沖を南東進中、東風による波が発生してい

た海域を航行したことから、転覆した可能性があると考えられるが、

船長が死亡したことから、転覆した状況を明らかにすることはできな
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かった。 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、山背が吹く状況であったので、陸から５０～１００ｍ以内

を航行していれば、本事故の発生を防止できた可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、仙法志漁港西方沖を南東進中、東風による波が

発生していた海域を航行したため、転覆したことにより発生した可能

性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船に当たっては、地域の気象、海象及び自船の特徴をよく理解

しておくこと。 

 

 

 

 




